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闇バイト（犯罪実行者募集情報）

加担防止について

目先の利益を手に入れるため、少年が「闇バイト」に安易に応募し、電話で

「お金」詐欺や強盗等の重大な犯罪に加担してしまうことが大きな社会問題と

なっています。現在、社会的に「闇バイト」という用語が使用されていますが、

これは単なるアルバイトなどではなく犯罪です。「闇バイト」の募集は、犯罪
実行役の募集にほかなりません。その実態は、犯行グループが使い捨て（逮

捕されてもいい）要員を募集するものであり、これに関わることで少年にど
のような危険が及ぶかについて伝える必要があります。

闇バイトに応募し、犯罪に加担したことで、詐欺罪（１０年以下の拘禁刑）、強盗罪（５年以上の有期拘禁

刑）、強盗殺人罪（死刑又は無期拘禁刑）など重大な犯罪に加担させられ、使い捨てにされてしまいます。

万が一、応募してしまった場合は、

すぐに警察に相談してください！！

１少年１少年

闇バイトの実態
～少年の使い捨て～

１少年

①募集情報への

応募

○先輩・友人・知人から

誘われた

○ＳＮＳで知り合った相手

から誘われた

○高額報酬、ホワイト案件

②犯行グループと

のやりとり

犯行グループが匿名性

の高いアプリをインス

トールするよう指示

１少年

③犯行グループへ

個人情報を送信

○身分証明書と一緒に自

分の顔写真を送信

○家族や交際相手の個人

情報を送信

○動画等を送信（スマホ

の中身や自宅など）

④犯行グループに

よる脅迫行為

○本人や家族に対する

脅迫

○実家への押しかけ

⑤ 犯行グループの末端として犯罪行為に加担

（２）たった一度でも犯罪行為に加担すれば犯行グループからの離脱は困難

（犯行グループは個人情報を元に少年たちを何度でも脅迫）

※警察庁ホームページに闇バイトの事例集など

が掲載されています！参考にしてください！

（１）「受け子」などの犯罪行為に加担

（３）何度も犯罪行為をやらされ、逮捕されるまで使われ、逮捕されれば見捨てられる

（犯行グループは自分たちが逮捕されないよう少年たちを「捨て駒」として利用）

事例集「闇バイトの実態」 啓発チラシ


